
区等において活用できる補助金　一覧表 令和8年1月7日　現在

名称 内容 補助額 申請時期

9
町単補助土地改良

事業　補助金

農業用水路・農道等の農業基盤を整備改善し、農業生産の向上
を図るため区、集落組合が行う工事(事業費10万以上130万以
下)に対し補助金を交付

事業費の80％
(上限50万円/年度)

10
町単補助土地改良

事業　資材支給
農道及び水路等農業用施設の補修、改良を目的とした資材の支
給

一般資材上限20万円/年度（町単道路維持修繕事業と併せて20万円まで）

総務課
庶務人事係

建設課
環境係

産業課
農林保全係

産業課
農政係

7 山へ行こう事業補助金 所有山林で下草刈り等の保育作業を行う場合に補助金を交付 1,000㎡あたり10,000円以内 随時

8
ごみステーション
設置事業補助金

町内のごみステーションにおいて集落、自治会が行う改修、修繕
等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付

10万円以内全額、超える分は
2分の1補助、上限20万円

随時

担当（直通）

10月頃
町より通知

均等割、世帯割、面積割、距離割による 62-9322

8月頃
町より通知

3
地域発元気づくり

支援金
自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性の
ある事業に対して、長野県が支援金を交付

上限無し、補助額の
下限30万円

令和8年
1月上旬～2
月上旬まで

2 コミュニティ助成金
宝くじの普及広報を目的として、（一財）自治総合センター又は、（公財）
長野県市町村振興協会が、コミュニティ活動（各区等の活動）に対して
助成金を交付

事業区分により異なる

62-9331
総務課

まちづくり推
進係

62-9232

62-9222

62-9114

1 区・集落振興補助金
区及び集落組合の育成、振興、活性化を図ることを目的として補
助金を交付

5 防災士育成事業補助金
地域における防災リーダーの養成を図ることを目的とし、特定非
営利活動法人日本防災士機構が実施する防災士の認定を受けた
者に対して補助金を交付

1人当たり最大4万円
資格取得研修
講座の開催の

たび

4
自主防災組織支援事業

補助金

地域住民が自主的な防災活動を行い、防災意識の高揚及び防災事業を
推進することにより、災害による被害の防止と軽減を図るため、区及び
集落組合を対象に補助金を交付

均等割、区等の人口割による
4月頃

町より通知

6
富士見型農地維持活動

支援モデル事業
農地維持に関わる集落の共同活動等への取組を支援することを
目的として補助金を交付

対象農用地の面積による
9月頃対象地

区へ通知

62-9326
総務課

防災・危機
管理係

62-9212
建設課
建設係

随時
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名称 内容 補助額 申請時期 担当（直通）

町単補助土地改良
事業　機械借上

農道及び水路等農業用施設に関する補修・改良工事に対する支
援

上限10万円/回（町単道路維持修繕事業 機械借上と併せて年2回まで）

62-9212
建設課
建設係

随時

64-2044適宜
生涯学習課
文化財係

随時
子ども課

幼児保育係
62-9237

11

13

14

指定文化財管理・
保存補助金

町指定文化財の管理又は保存の経費に対して補助金を交付 事業費の100分の20以内（上限100万円）

地区公民館を活用した子
どもの居場所づくり事業

12

15

16

地域全体で子育てをする体制を整備し、子どもが安心して過ご
すことができる環境づくりを推進するための補助金を交付

初年度１０万円
2年目以降3万円

町単道路維持修繕
事業　機械借上

町道及び町道付帯施設に関する補修・改良工事に対する支援 上限10万円/回（町単補助土地改良事業と併せて年2回まで）

町単道路維持修繕
事業　資材支給

町道及び町道付帯施設の補修、改良を目的とした資材の支給

一般資材上限20万円/年度（町単土地改良事業事業と併せて20万円まで）
加熱AS合材上限30万円/年度
常温AS合材 個数上限なし
敷砂利 台数上限なし
融雪剤 個数上限なし

町単補助町道改良
事業　補助金

町道及び町道付帯施設を整備改善し、生活の利便を図ることを
目的とし、町内の区、集落組合が行う工事に対し補助金を交付

事業費の80％
(上限50万円/年度)
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名称 内容 補助額 申請時期 担当（直通）

適宜

生涯学習課
生涯学習係

62-7900

補助率20～60％以内
9月頃

町より通知

防犯対策事業補助金
防犯モデル地区に指定された区の防犯活動の推進に係る経費に
対して、予算の範囲内で補助金を交付

3万円
6月頃

町より通知

分館活動等の地域づくり事業に対して補助金を交付 均等割、世帯割、分館長、分館主事、体育部長の有無による
10月頃

町より通知

生涯学習推進事業
補助金

消防施設整備補助金
区長等が行う消防施設等の新築、改築、改修、修繕又は購入に係
る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付

子ども会育成等の団体育成事業に対して補助金を交付　
年度当初の会議で

説明有り

公民館分館建設事業
補助金

分館の新築、改修等（備品は含まない）に対して補助金を交付

〇50戸未満の場合
　補助対象事業費の30％以内の額
　補助事業費が50万円未満は補助しない

〇50戸以上100戸未満の場合
　補助対象事業費の25％以の額
　補助事業費が80万円未満は補助しない

〇100戸以上の場合
　補助対象事業費の20％以内の額
　補助対象事業費が100万円未満は補助しない
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消防課
消防係

61-9191

17

18

20

21


